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※50万円未満の手形は発行しない。

１の場合→月額１００万円未満の請求額の場合現金支払いとなる。

３の場合→月額　５０万円未満の請求額の場合現金支払いとなる。

※現金支払いは銀行振込とする。

※支払日が金融機関休日の場 、前営業日が支払日となる。

労務費 末日締切翌月末日支払 100%

材料費 末日締切翌月末日支払 100%

基　本　支　払　条　件

内　　訳 締切り日及び支払日 現　　金 手形（支払日起算120日）

外注費 末日締切翌月末日支払 50% 50%


